
第 3回名立区地域協議会 次第 

 

日時：令和 6年 6月 27日（木） 午後 6時 30分から 
                      場所：名立区総合事務所 2階 第 2会議室 

 

 

1 開 会 

 

 

 

2 報告事項 

 (1)地域自治推進プロジェクトの検討状況及び地域独自の 

予算事業の経過措置の取扱いについて            …別冊資料 

 

 

 

3 自主的な審議 

  (1)地域自治区・自治基本条例などの住民自治関連の制度について …別冊資料              

 

 

 

  (2)名立区の現状（人口動態、団体活動状況、重点取組事項等）  …資料 No.1～5 

 

 

 

3 その他事項 

 

 

 

4 次回会議について 

  令和６年  月  日    時  分から 

 

 

 

5 閉 会 
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主な公共機関・施設
施設名 住所 電話番号 代表者職 代表者名 担当課等

名立駐在所 名立小泊428-15 ― 駐在所長

上越地域消防事務組合名立分遣所 名立大町365-1 537-2301 所長

宝田小学校 車路290 531-6222 校長

名立中学校 赤野俣532-1 537-2204 校長

うみてらす名立 名立大町4280-1 531-6300 代表取締役社長

シーサイドパーク名立 名立小泊798-1 537-2822

円田荘 丸田153 538-2832

ろばた館 西蒲生田155 538-2635

名立地区公民館 名立大町200-1 537-2004 分室長

名立地区公民館下名立分館 森151-2 537-2126 分室長

名立地区公民館上名立分館 西蒲生田181-1 538-2201 分室長

下名立地域生涯学習センター 杉野瀬9 537-2126 分室長

不動地域生涯学習センター 瀬戸722 537-2126 分室長

えちご上越農業協同組合名立支店 名立大町4211 537-2211 支店長

上越信用金庫名立支店 名立大町200-2 537-2311 支店長

公的機関

事務局（連絡先）

役職 氏名 住所等

名立区地域協議会

名立地区民生委員児童委員協議会 H20.4.1

保護司

上越市消防団名立方面隊

住民組織

役職 氏名

R6.4
（H18.4）

H19.4

R4.4.1

H27.12

H27

H23

R5

R3

公的団体等

事務局（連絡先）

役職 氏名 住所等

名立建築組合

名立青色申告会

高田法人会名立支部

上越食品衛生協会名立支部

不動生産森林組合

名立たちばな保育園 R2.4.1

名立園 S55.4.1

上越市社会福祉協議会　名立支所

上越交通安全協会　名立支部

名立区町内会長協議会 H17.12.7

名立・北御牧友好協会 H18.5.19

名立の子どもを守り育む会 平成21.4

名立区防犯協議会 H15.11.4

北部地区防犯協議会 H15.10.20

下名立地区防犯協議会

上名立地区防犯協議会

設立
代表者

名立区いきいきサロン運営協議会

名立駅マイ・ステーション作戦実行委員会

名立区脱炭素地域づくり研究会

ふるさと名立のくらしと文化伝統を語り継ぐ会

名立オータムフェスタ実行委員会

団体名

NPO法人まちづくり未来ネット・名立
（旧まちづくり協議会）

北部地区振興会

下名立地区振興協議会

上名立地区振興協議会

輝く里不動の会

NPO法人名立の100年後を創造する会

名立区内団体等一覧

団体名 設立
代表者

団体名 設立
代表者
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不動地区防犯協議会

宝田小学校ＰＴＡ 平成14.4

名立中学校ＰＴＡ

名立区食生活改善推進員会

名立運動普及推進員協議会

名立区生活環境協議会

名立まつり実行委員会

株式会社ゆめ企画名立

農林水産業関係
事務局（連絡先）

役職 氏名 住所等

上越市漁業協同組合名立支所 H30.11.24合併

名立川さけ漁業生産組合

上越市名立区農業振興協議会 H17.1.1

深雪加工グループ

八友会

操美会

ふれあい野菜市

サンファームくぼの

やまびこ農園（移動販売）

一般社団法人新潟県猟友会西頸城支部名立支会

老人クラブ
事務局（連絡先）

役職 氏名 住所等

名立区老人クラブ連合会

山海クラブ（北部）

長生会（上名立）

千歳会（不動）

体育関係団体
事務局（連絡先）

役職 氏名 住所等

昭和63年

平成8年

名立バスケットボール協会

名立卓遊会

名立テニス協会

名立フットサル協会

ジュニアスポーツ部門

その他の団体
事務局（連絡先）

役職 氏名 住所等

江野神社 神社

演劇サークル　いろり座 生涯学習団体

中部芸能保存会 獅子舞

折平郷土芸能保存会 獅子舞

粋扇会 踊り

名扇会 踊り

吟剱詩舞道名立道場 踊り

惷踊会 踊り

秀津栄会 三味線

秀津貴会 三味線

名立篠笛同好会 篠笛

キラキラ合唱団 コーラス

団体名 設立
代表者

総合型地域スポーツクラブ名立体育協会

えちご・くびき野100Kmマラソン名立区部会

団体名 設立
代表者

名立加工グループの会

ひまわり会

団体名 設立
代表者

学校運営協議会

団体名 設立
代表者



名立太鼓連中 太鼓

少年名立太鼓 太鼓

名立太鼓　紅 太鼓

くいち会 水彩画

切り絵同好会 切り絵

切り絵サークル 切り絵

hand made 〝Sea" ハワイアンキルト

なかよし会 健康運動

名立ヨガサークル ヨガ

ハピママクラブ バレーボール

FCしょんだにUtd. フットサル

名立バファローズ Jr.野球

名立中バレーボールクラブ Jr.バレーボール

名立JVC Jr.バレーボール

名声会 民謡

水声会 民謡

押し花絵サークル 押し花絵

盆栽園芸同好会 盆栽

手話サークル 手話

さざなみ会 いきいきサロン 平成12.6

いずみ会 いきいきサロン 平成13.6

福寿会 いきいきサロン 平成11.7

折平じょんのび会 いきいきサロン 平成10.7

集会所がお茶の間クラブ いきいきサロン 平成11.7

喜楽会 いきいきサロン 平成10.7

すみれ会 いきいきサロン 平成20.4

横町いきいきサロン いきいきサロン 平成22.1

すずめの会 いきいきサロン 平成29.4



R6.6.1現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業連携 

事業連携 

名立地区公民館 関係団体組織図 
 

 

・秀津貴会    ・秀津栄会 

・名立卓遊会   ・名立篠笛同好会 

・切り絵サークル ・なかよし会 

・名立ヨガサークル・キラキラ合唱団 

・名立バファローズ 

・吟剱詩舞道名立道場 

・hand made“Sea” 

・くいち会 

・演劇サークル「いろり座」 

・名立太鼓連中 ・少年名立太鼓 

・名立太鼓 紅 ・中部芸能保存会 

・ハピママクラブ・折平郷土芸能保存会 

・レインボー 

・FCしょんだにUtd 

 

名立区食生活改善推進員会 

名立区総合事務所 

・総務・地域振興グループ 

・市民生活・福祉グループ 

・教育・文化グループ 

名立区地域協議会 

諮問／意見 

NPO法人まちづくり

未来ネット・名立 
 

・暮らし部会 

・福祉部会 

・子ども部会 

・地域づくり部会 

名立区町内会長協議会 

地区振興会 
 

・北部地区振興会 

・下名立地区振興協議会 

・上名立地区振興協議会 

・輝く里不動の会 

 （不動壮年会、不動青年会） 

2024ふるさと名立・夏ま

つり実行委員会 

総合型地域スポーツクラブ 

名立体育協会 

名立区運動普及推進員協議会 

名立駐在所 

上越消防署名立分遣所 

上越市消防団名立方面隊 

ふれあいの里・名立 

名立園 

愛の家グループホーム 

名立区遺族会 

名立区いきいきサロン運営協議会 

名立区生活環境協議会 

名立区老人クラブ連合会 

（山海クラブ、相生会、 

長生会、千歳会） 

名立区住民福祉会 

子ども会 

上越交通安全協会名立支部 

名立区防犯協議会 

社会福祉協議会名立支所（椿寿苑） 

宝田小学校（学校運営協議会、ＰＴＡ、後援会含む） 

名立中学校（学校運営協議会、ＰＴＡ、後援会含む） 

名立の子どもを守り育む会 

名立たちばな保育園（保護者会） 名立・北御牧友好協会 

うみてらす名立 

(株式会社ゆめ企画名立) 

名立商工会 上越市漁業協同組合名立支所 

名立川さけ漁業生産組合 

えちご上越農業協同組合名立支店 

名立地区公民館 

＜その他地域活動団体＞ 

名立・平和を願う日実行委員会 

名立加工グループの会 

（八友会、操美会、ひまわり会、

深雪加工グループ） 

NPO法人名立の100年後を創造する会 

名立駅マイステーション作戦実行委員会 

ふるさと名立のくらしと 

文化伝統を語り継ぐ会 

愛とヒューマンのコンサート実行委員会 

えちご・くびき野100㎞マラソン 

実行委員会名立区部会 

名立児童館 

ろばた館 

里神楽の会 

えちご府中会・名立ひなさき 

名立地区民生委員・児童委員協議会 

名立区いきいきサロン運営協議会 
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【名立区】令和6年度地域独自の予算提案事業一覧 資料4

最終実施
年度

補助率の
経過措置

総事業費
（円）

補助対象事
業費（円）

市が直接執
行する事業
費（円）

名立 1

名立区い
きいきサ
ロン運営
事業

名立区
いきい
きサロ
ン運営
協議会

名立区
いきい
きサロ
ン運営
協議会

高齢者が住み慣
れた地域で元気
にいきいきと生
活できるよう、
気軽に集まる機
会を作ること
で、健康を維持
し、介護予防を
図る。

利用者居住地に
近い地元の集会
所などを会場
に、軽運動や趣
味活動、茶話会
などを行う。
（区内8か所）

R5 R4
経過措置
適用(上
限9/10)

51% 672,900 672,900 0

・高齢者の生き
がいを創出し、
健康寿命の延伸
と健康格差の縮
小を図る。

サロン年間
利用者数
650人（延
べ人数）

高齢者支援
課

10182 生
きがいと健
康づくり推
進事業　シ
ニアゲート
ボール大会
等

○ ○ 338

名立 2

名立駅マ
イ・ス
テーショ
ン作戦事
業

名立駅
マイ・
ステー
ション
作戦実
行委員
会

名立駅
マイ・
ステー
ション
作戦実
行委員
会

名立駅の利用促
進と名立駅を拠
点とした地域活
性化を図る。

利用者が快適に
利用できるよう
な清掃や花壇整
備等を行うとと
もに、駅を活用
した季節ごとの
イベント等を行
う。

R5 R4
経過措置
適用(上
限9/10)

90% 240,500 240,500 0

・名立駅の利用
促進
・地域コミュニ
ティの活性化

イベント参
加者数100
人（延べ人
数）

交通政策課
12271 在
来鉄道の利
用促進など

○ ○ 216

名立 3

名立区の
魅力を創
造し発信
する事業

NPO法
人名立
の100
年後を
創造す
る会

NPO法
人名立
の100
年後を
創造す
る会

名立区の魅力を
再発見し、市内
外へ発信する。

・宇山の整備
（草刈り、植
樹）及び観察会
の実施
・謙信公祭での
狼煙上げ
・名立区の風景
を題材とした写
真撮影会及びコ
ンテストの実施

R5 R4
経過措置
適用(上
限9/10)

90% 736,660 736,660 0

・名立区の魅力
のPR、知名度の
向上
・関係人口の増
加

写真コンテ
スト応募40
点

観光振興課
11575 名
立区観光振
興対策事業

○ ○ 662

名立 4

名立そば
と旬の農
産物フェ
ア事業

名立区
農業振
興協議
会

名立区
農業振
興協議
会

ろばた館を活用
した「食のイベ
ント」による地
域の活性化と地
域資源を活用し
た所得の確保

・名立区産そば
粉を用いたそば
の提供に併せ、
地元特産品等の
販売を行うそば
まつりの実施
・そば打ち体験
の実施

R5 該当なし 70% 483,630 483,630 0

・農村地域の活
性化
・地域コミュニ
ティの醸成
・地域所得の確
保
・地産地消の推
進

イベント参
加者数500
人（延べ人
数）

農村振興課
10645 ろ
ばた館管理
運営費

○ ○ 348

歳出科目
（小事業番
号、名称）

予算
要求
の可
否

要求判
断

最終要求額
（千円）

予算要
求しな
いこと
の理由

期待する効果 数値目標 関係課等区名 №
提案事業

名
提案団
体

実施主
体

事業目的 事業内容
独自予算
実施

地域活動支援事業

補助率
（％）

事業費



【名立区】令和6年度地域独自の予算提案事業一覧 資料4

最終実施
年度

補助率の
経過措置

総事業費
（円）

補助対象事
業費（円）

市が直接執
行する事業
費（円）

歳出科目
（小事業番
号、名称）

予算
要求
の可
否

要求判
断

最終要求額
（千円）

予算要
求しな
いこと
の理由

期待する効果 数値目標 関係課等区名 №
提案事業

名
提案団
体

実施主
体

事業目的 事業内容
独自予算
実施

地域活動支援事業

補助率
（％）

事業費

名立 5
水源保護
地域の森
活用事業

輝く里
不動の
会

輝く里
不動の
会

地域資源を活用
したまちづくり
活動を行うこと
で、交流及び移
住を希望する人
を増やすこと
で、地域の「誇
り」と地域住民
の「元気」の再
生を目指す。ま
た、水源保護地
域の重要性も発
信していく。

・不動地区のブ
ナ林を会場とし
た「みずの森
フェスティバ
ル」の開催
・ブナの林を活
用してきた地域
の歴史を研究者
とともに整理
し、発信する。

R5 R4
経過措置
適用(上
限9/10)

90% 410,000 410,000 0

・水源地の環境
保全の意識の高
まり
・地域住民のア
イデンティティ
の向上
・移住や定住の
促進

イベント参
加者数120
人

農林水産整
備課

10326 林
業総務費

○ ○ 369

名立 6

雪を活か
したまち
づくり推
進事業

輝く里
不動の
会

輝く里
不動の
会

雪を活かしたま
ちづくいを進
め、区内の一体
感の醸成や賑わ
いの創出・発信
を行う。

不動地区をメイ
ン会場に、市の
「灯の回廊」に
合わせた雪像作
成やキャンドル
の設置を、区内
全体の協力を得
ながら実施す
る。

R5 R4
経過措置
適用(上
限9/10)

90% 510,000 510,000 0
・区内の一体感
の醸成及び賑わ
いの創出

来場者400
人

観光振興課
11575 名
立区観光振
興対策事業

○ ○ 459

名立 7
名立機雷
爆発事件
継承事業

名立の
子ども
を守り
育む会

市

昭和24年に名立
機雷爆発事件で
多くの区民が戦
争の犠牲になっ
た悲惨な事実を
末長く伝えると
ともに、平和や
戦争について、
自らどう考え、
どう関わってい
くか考える機会
を提供する。

・名立機雷爆発
事件を基調にし
た講演会やパネ
ル展を実施す
る。
・旧名立町と新
潟県教職員組合
が建立した石碑
「平和を守る
碑」を修繕す
る。（費用の一
部負担）

R5 該当なし 192,000 0 192,000

・平和学習の推
進及び平和意識
の醸成
・名立機雷爆発
事件の後世への
伝承

講演会参加
者40人

多文化共生
課

17007 戦
争体験伝承
事業

○ ○ 60

名立 8

中山間地
域再生可
能エネル
ギー活用
研究事業

名立区
脱炭素
地域づ
くり研
究会

名立区
脱炭素
地域づ
くり研
究会

エネルギーの自
立促進と新しい
“生業”の創出
による中山間地
域の振興及び小
水力発電を通じ
た脱炭素社会づ
くりの推進

小水力発電設備
の導入に向け
て、脱炭素社会
や小水力発電な
どをテーマに連
続的な学習会や
視察研修などを
行う。

R5 該当なし 70% 190,000 190,000 0

・エネルギーの
自立促進と新し
い“生業”の創
出による中山間
地域の振興
・小水力発電を
通じた脱炭素社
会づくりの推進

学習会参加
者50人

環境政策課
18252 脱
炭素社会推
進事業

○ ○ 133



【名立区】令和6年度地域独自の予算提案事業一覧 資料4

最終実施
年度

補助率の
経過措置

総事業費
（円）

補助対象事
業費（円）

市が直接執
行する事業
費（円）

歳出科目
（小事業番
号、名称）

予算
要求
の可
否

要求判
断

最終要求額
（千円）

予算要
求しな
いこと
の理由

期待する効果 数値目標 関係課等区名 №
提案事業

名
提案団
体

実施主
体

事業目的 事業内容
独自予算
実施

地域活動支援事業

補助率
（％）

事業費

名立 9

名立
ウォーキ
ングツー
リズム事
業

ふるさ
と名立
のくら
しと文
化伝統
を語り
継ぐ会

ふるさ
と名立
のくら
しと文
化伝統
を語り
継ぐ会

・うみてらす名
立を起終点とし
て歩いて回れる
よう「歴史」と
「文化」をキー
ワードに地域の
魅力化を図り、
地域内外の交流
を図る。

・R5に同事業で
作成した「名立
いいとこ巡り
ウォーキング
マップ」の主要
巡回箇所に案内
看板を設置す
る。
・名立の食とし
て金草鞋で紹介
された「桜鯛と
蛸の桜煮」を
ベースとした名
物を開発する。
・お灸の実演会
と地元農産物の
朝市を開催す
る。

R5 R3
経過措置
適用(上
限9/10)

90% 185,600 185,600 0

・うみてらす名
立を起終点とし
た地域独自の魅
力による小さな
観光の創出

うみてらす
名立から名
立区内への
回遊者700
人

観光振興課
11575 名
立区観光振
興対策事業

○ ○ 167

名立 10
名立オー
タムフェ
スタ事業

名立
オータ
ムフェ
スタ実
行委員
会

名立
オータ
ムフェ
スタ実
行委員
会

かつて名立区に
おいて開催され
ていた大鍋まつ
りをベースとし
た秋のイベント
を、地域住民と
協力しながら実
施することで、
地域の一体感の
醸成、地域活性
化及び観光客等
の交流人口の増
を図る。

うみてらす名立
を会場に、大鍋
による海鮮を用
いた汁等の飲食
物の販売や、名
立太鼓連中ほ
か、地元アー
ティストなどに
よるステージイ
ベント及びこど
も・若者をター
ゲットとしたイ
ベントを開催す
る。

該当なし 該当なし 70% 1,547,191 1,547,191 0

・地域活性化と
観光客等の交流
人口の増
・地域の一体感
の醸成

イベント参
加者数
1,000人
（延べ人
数）

観光振興課 ○ ○ 1,083

名立 11
名立太鼓
40周年記
念事業

名立太
鼓連中

名立太
鼓連中

名立太鼓結成40
周年を記念した
イベントを行
い、名立太鼓を
広く理解しても
らう機会とす
る。

名立太鼓（連
中・紅・少年）
が交流のある太
鼓団体と共に演
奏会を行う。

該当なし 該当なし 70% 389,540 389,540 0

・名立太鼓への
理解の深まり
・区内若者の郷
土愛の醸成

イベント参
加者数350
人

文化振興課 ○ ○ 272

名立 12

水源涵養
地維持に
向けた森
林調査事
業

不動生
産森林
組合

不動生
産森林
組合

上越市の水源地
である不動のブ
ナ林の未踏査部
分を調査し、伐
採計画を検討す
ることで、水源
涵養地を維持し
ていく。

未踏査となって
いるブナ林を委
託調査し、その
結果をもとに大
学の研究者とと
もに水源涵養地
の維持に向けた
伐採計画を検討
する。

該当なし 該当なし 70% 2,260,000 2,260,000 0
・上越市の水源
地の維持

未踏査部分
のうち、2k
㎡以上を調
査

農林水産整
備課
ガス水道局
経営企画課

○ ○ 1,582

5,689



令和６年度

名立区の重点取組

名立区総合事務所

資料5



１）今年度確実に前進させる課題と取組み

●ろばた館を核とした農業振興

・コメ単作からソバなど中山間地に適した作物も本格導入
・夏のそばまつりの新たな開催
・新たな担い手・集落営農組織に寄り添う支援と助言
・区農業振興協議会の組織と活動の再構築
・ろばた館を農産物を加工し提供ができる六次化設備・施設へ改築

～新たな中山間地農業を支援し魅力を発信するために～

これまでの地域協議会や農業振興協議会、加工グループ
などの取組みを受けて



●津波に対応した避難行動の深化

・津波の危機を事実として実際に目の当たりにした
・幸いなことに人的な被害が無かった
・多方面にいろいろ指摘されている改善点

～住民の主体的な行動と地域の助け合いを促す～

・町内会、未来ネット・名立、北部地区振興会との連携
・地域課題として公民館事業との連携
・襲来まで短時間の中、住民意識と地域の助け合いのさらなる向上



●魅力を発信し交流を図る新たなしくみづくり

・（株）ＢＪと（株）ゆめ企画名立との連携
・区の魅力を発信する新たな組織の設立に向けた検討

（区内の各機関・団体の創意・総意を集めて）

・ろばた館、シーサイドパーク名立、うみてらす名立の整備更新

～区内の官民をあげたコンテンツ・組織の再構築～

・名立区観光協会の解散
・商工会の合併と事務局機能の縮小
・海の魅力、山の魅力を備えた地の利を生かす

→ シーサイドパーク名立とうみてらす名立
→ 不動のブナ林と水
→ コメ・ソバなどの農産物・加工品と日本海の水産物



●中山間地振興を図る小水力発電

・脱炭素社会に向けた全市的な取組みの推進
・名立区脱炭素地域づくり研究会の取組みを支援、連携

～脱炭素施策を中山間地振興にもつなげる取組み～

・地域独自の予算事業の活用
・住民の理解を促進するため学習会や先進地視察の開催
・研究者と連携した名立川の流量調査



●住民自治組織への支援、連携

・市町村合併に伴って住民と行政が協働する要の組織として設置
・「名立まちづくり計画」の策定、アクションプランによる具体化
・令和６年４月からNPO化

名立まちづくり協議会 → (NPO)まちづくり未来ネット・名立へ

～住民の主体的な活動を支援、連携・役割分担した事業実施～

・区内の様々な団体と連携
・地域福祉、名立まつり、公民館と連携した学習活動など自主事業
・時間外受付業務、敬老会、支え合い事業など市からの受託事業



２）今年度も着実にすすめる取組み

①地域公共交通の利用促進と見直し
②危険空き家の適切な取り扱い
③未登記による林道敷地の不適切課税への対応
④うみてらす名立護岸の県へのスムーズな移管
⑤地域要望を市道路整備計画へ着実に反映
⑥除雪業者の見直し
⑦シーサイドパーク名立の遊具の更新
⑧住民の安全安心を図る大型鳥獣対策
⑨社協と連携した生活支援ハウスの修繕
⑩中学校の南側法面の維持管理・修繕
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地域自治推進プロジェクトの検討状況について 
 

１ これまでの取組状況 

⑴ 市では、平成 17年 1月の合併から 19年が経過する中、「地域のことは地域で

決めて、地域で実行する」地域自治の仕組みの強化を図るため、令和 4年度に総

合事務所やまちづくりセンター、地域政策課等で構成される地域自治推進プロジ

ェクトの取組を開始した。（別紙 1参照） 

⑵ 本プロジェクトでは、次の 5項目を検討項目としており、これらの現状や課題

を把握するとともに、理想的な姿の考察やこれを実現する具体的な方策など、当

市における地域自治に関する様々な検討を進めている。 

（本プロジェクトの各検討項目） 

① 区域の設定の考え方の整理 

② 地域協議会の役割の整理 

③ 地域の活動団体の公益的な活動の充実 

④ 地域自治の活動を活性化する予算の仕組み 

⑤ 総合事務所・まちづくりセンターの地域との関わり方 等 

※ ④の予算の仕組みについては、これまで地域活動支援事業を活用してきた

公益性のある取組の継続や運用上の課題に留意しながら、他の検討項目に先

行して、令和 5年度から地域独自の予算事業を実施している。 

⑶ 令和 5 年度は、地域の団体や地域協議会へのヒアリングを通じて現状を把握

するとともに、地域自治区制度を導入した当時の考え方を整理した上で、各検討

項目に係る課題を精査し、当市における地域自治の理想的な姿の考察と取組の方

向性を検討し、別紙 2（案）のとおり取りまとめた。 

 

２ 今後の予定（案） 

⑴ 令和 6年度 

・ 別紙 2（案）を基にした、地域の団体との意見交換の実施 

・ 地域協議会委員へのアンケート調査の実施 

・ 外部有識者からの意見聴取の実施 

・ 以上の結果等を踏まえた各検討項目に関する制度・仕組みの在り方や方策案

の検討、取りまとめ 等 

⑵ 令和 7年度 

   ・ 各検討項目に関する方策案の実現に向けた詳細な制度設計 等 

  ⑶ 令和 8年度以降 

   ・ 市民への周知や条例改正の手続 

  ※ なお、今後の検討・協議の進捗により、取組可能なものから順次実施すること

も想定している。 



地域自治推進プロジェクトの概要

・地域のことは地域で決めて、地域で実行する地域自治の仕組みの強化を目指す。

・「住民同士の支え合い」や「活気を生み出す」ような自治
区単位での自主的な活動がなかなか広がらない

その要因 ⇒活動を企画・実行する人材の確保が困難
⇒地域自治区制度の下で、地域の課題を拾

い上げ、地域や市に対して解決策の提案
まで到達する事例が限定的

≪現状に対する課題認識≫ ≪課題解決の方向性≫

・地域と市が一緒になって話合い、市内各所の多様な
資源をいかしながら地域の活力を高めていく取組を実現

・どうやって 「地域のことを地域で実行できる取組」を生み出していくか
・どうやって 「地域の人材」を取り込むか
・どうやって 「地域のニーズ」を把握していくか

≪検討の観点≫

・現状のまま推移した場合の課題の深掘り

・合併後20年を迎えようとする今、20年後
の将来を見据えた「理想的な姿」の考察

・実現するためのロードマップの策定

≪検討の展開順序≫

・地域自治の活動を活性化する予算
⇒ 【事業の検討・提案方法、評価方法】

・地域の活動団体 ⇒ 【公益的活動の充実】
・地域協議会 ⇒ 【役割の再整理】
・総合事務所、まちづくりセンター

⇒ 【地域との関わり方】
・区域 ⇒ 【設定の考え方の再整理】

≪検討事項・論点例≫ ≪検討方法≫

・総合事務所、まちづく
りセンターを含む庁内
での協議

・地域協議会や住民組
織など活動団体への
ヒアリングと協議

・他自治体の事例調査

※スピード感の異なる検討
課題に対しては、緊急性
に応じて柔軟に対応

≪最終目標≫

※現状の運用も含め、しっかりと時間
をかけた議論・検討

※制度を運用していくことを見据えた
丁寧な制度設計と合意形成

地域に住み続けることに誇りと愛着を持ち、
市民生活の満足感の高揚や質の向上が図られる取組を生み出した状態

別紙１

2



「協働・実行」
に留意

3

○総合事務所は、限られた人
員で多岐に渡る事務事業を
行っている。

○まちづくりセンターは、地
域の様々な団体との関係構
築の機会が少ない。

○ほかの検討項目での方針
や方策に応じて、必要な
体制を検討

地域自治の理想的な姿及び取組の方向性（全体図）

�「考えて決める」

という視点
・地域の問題や課題
を的確に捉えてい
るか

・問題や課題への対
策を的確に企画で
きているか

・地域住民の賛同を
得られているか

�「実行する」

という視点
・「考えて決めたこ
と」を実行に移す
ことができている
か

地域自治区の区域

検討の視点

理想的な姿 取組の方向性

住民が地域の状況を理解し
共有することができ、住民
同士のつながり、安心感や
共感、帰属感があり、相互
に協力的な行動ができる身
近な地域

方策

総合事務所及びまち
づくりセンター

地域自治の活動を活
性化する予算

地域の団体

地域協議会

地域の課題解決に向けて、
地域の意見を的確に把握し
て対策を考え、決定し、実
行につながるよう働きかけ
ることができる組織

地域での公益的な活動を企
画し、自主的・持続的に取
り組むことができる団体

各地域における地域課題の
解決や維持・活性化に寄与
する予算の仕組み

地域の一員として連携し、
コミュニケーションが図ら
れ、地域の団体等が「考え、
決め、実行する」ことを支
援する組織

○地域独自の予算事業について
・様々な分野の取組を一律の

制度で支援しており、各取
組への一層のきめ細かな対
応の余地がある。

・個々の団体への支援が中心
であり、地域自治区全体と
しての活動にまでつながっ
ていくかどうか未知数

○町内会では、担い手不足等
により活動の継続が困難で
あったり、活動資金の確保
に苦慮しているところもあ
る。

○住民組織では、組織力の強
化や人材・活動資金の確保、
団体間の連携が必要

○委員の高齢化・固定化等に
より、多様な意見の把握、
意見を踏まえた課題設定に
苦慮していると思われる。

○話し合われたことが団体と
の連携等で実行に至ること
が少ない。

○ヒアリングの結果、地域へ
の愛着や目の届く範囲とし
て、「現在の区域の範囲」
が適当とする回答が多数を
占めている。

現状と課題

○地域独自の予算事業につ
いて、地域の意見等を踏
まえ必要な改善等を検討

○地域自治区単位の活動を
促進するものや取組に応
じたきめ細かい支援がで
きる仕組みを検討

○地域自治区全域の公益的
活動を担う団体（住民組
織等）の安定的で継続的
な活動の確保に向けた支
援

○地域内外の団体との連携
や外部人材の活用等、地
域の枠組みに捕らわれな
い手法の検討

○「考えて決める」視点と
「実行する」視点から必
要な見直しを検討

○令和6年度から取り組む
運用上の工夫の実施状況
を踏まえて検討

○「考えて決める」という
ことの一体感を重視し、
現在の区域を基本とする。

将来的に、地域で見直し
の機運が高まってきた際
には最適な在り方を検討

○ほかの検討項目での
方針や方策に応じて、
必要な体制を検討

方策案
○地域独自の予算事業
の改善による支援の
継続

○地域自治区単位で予
算の使い方を決めて
実行につなげる制度
の創設

方策案
○事務局体制の強化支
援

○組織同士の連携支援
○地域経営の視点も取
り入れた組織の在り
方研究

方策案
○団体推薦＋公募によ
る委員選任

○公募公選制の継続
（委員数を見直す）

方策案
○区域の維持

理想的な姿と取組の方向性・方策

地域住民の暮らしの満足度

を高め、安全・安心・快適

に過ごせるようにする（住

民の福祉の増進）

（そのために）

行政の取組（公共サービ

ス）に加え、地域の主体的

な取組も重要

（そのために）

地域に暮らす住民が自ら主

体的に身近な地域の課題を

捉え、実情に合ったきめ細か

な活動につなげる

「市民本位の市政」と

「自主自立のまちづくり」

（そのために）

上越市における
地域自治のねらい

地域自治全体
地域住民が地域の維持
や振興に向けて、的確
に課題を把握し、対策
を決定し、課題の解決
を実施できる状態

「都市内分権」
の仕組み

「地域自治区制度」
の導入

・地域協議会
・事 務 所

検討の方向感

※本資料については、今後の検討、協議を踏まえ
ながら整理していくものである。

3

別紙２（案）



地域自治区の区域の理想的な姿

制度の概要、当初の考え方 現 状 課 題 方 策

○地域自治区
・「地域に暮らす市民が課題を共有し、
解決するために相互に取り組むこと
ができる身近な地域」を区域として
地域自治区を設定したもの

○身近な地域とは
・市民が各種の活動等を通じて、生活
の場について相互に理解し共有する
ことができる範囲

・人と人とのつながりがあり、安心感
や共感、帰属感が創出でき、協力的
な行動が広がっていく範囲

・具体的には、地縁団体等における具
体的な活動等を通じて、より多くの
市民にとって生活に関わりのある範
囲と捉えるものとしている。

○13区
・合併前の旧町村の区域を一つの区域と
したもの

・各区には住民組織も組織されている。

○15区
・自治的な活動が行われている範囲であ
り、多くの住民に関わりが深く、おお
むね昭和の大合併前の市町村のエリア
と重なる「地区」を基本としたもの

・最も身近な自治の場である町内会の地
区町内会長連絡協議会が組織され、15
区中12区には住民組織も組織されてい
る。

○地域協議会委員や地域の団体等の意見
・地域協議会委員の77.4％、地域の団体
の79.8％が、地域への愛着や目の届く
範囲として「現在の区域の範囲」が適
当であると回答しており、現在の区域
でよいとする意見が多数を占めている。

【議会からの意見・提言等】
・現在の地域自治区の設定がこれからも
相応しいものか検討する必要がある。

・28区を維持する場合は存在理由を明ら
かにし、再編等を行う場合は市民が納
得するまで議論を尽くして実行すべき。

・現在の区域でよいとする意見が多数を
占めているが、一部には、現在の区域以
外の範囲として下記の意見がある。

➤団体の活動を継続・活性化させるため
には、現在よりも広い区域がよいとす
る意見

➤小学校区や中学校区など、より意思疎
通ができる範囲や顔の見える関係性と
いった観点から、現在よりも狭い区域
が良いとする意見

方策案：区域の維持（現状どおり）
・地域への愛着や目の届く範囲とし
て「現在の区域の範囲」が適当で
あるとする意見が多数であり、現
状で地域の一体感があると考えら
れることから、現在の区域を維持
する。

・「考えて決める」ということの一体感を重視し、現在の区域を基本とする。
・なお、将来的に地域において見直しの機運が高まってきた際には、最適な在り方の検討や地域の合意形成に向けた議論
を地域と行政が一緒になって行うこととする。

住民が地域の状況を理解し共有することができ、住民同士のつながり、安心感や共感、帰属感があり、相互に協力的な行動ができる身近
な地域

取組の方向性
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制度の概要、当初の考え方 現 状 課 題 方 策

○設置目的、権限など
・地域の課題を主体的に捉え、それら
について議論を行うことを通じて、
地域の意見を取りまとめ、市政に反
映させていく。
➤市長からの諮問に対して答申を行
うことができる。

➤自ら必要と認める事項について自
主的な審議を行い、市長に意見書
を提出することができる。

・地域の団体と連携、協力関係を築く
中で、課題解決に向けた働きかけを
期待

○地域協議会の委員構成
・地方自治法では、委員構成は、区域
内の住民の多様な意見が適切に反映
されるものとなるよう配慮しなけれ
ばならないとされている。

○公募公選制による委員の選任
・区域内の住民の多様な意見が適切に
反映されるよう公募公選制という仕
組みで担保している。

○委員の報酬
・地域協議会は住民の主体的な参加を
求めるものであり、住民として担う
自主的な活動の一環であるという考
えから、委員には報酬を支給しない。

○委員選任状況（R6改選時）
・選任投票 なし ※R2は2区で実施

定数380人中231人の届出者
・追加選任 28区のうち23区
・定数どおり 28区のうち5区
・平均年齢 61.7歳
・男女比 男性76.8％、女性23.2％
・再任率 38.1％

○諮問に対する答申の結果（制度導入以
降）

・支障なしとされたもの 1,448件
・上記のうち意見が付されたもの 158件
・支障ありとされたもの 8件

○自主的審議の結果（R2～R6任期期間）
・自主的審議のテーマ件数 61件
［内訳］

・団体に働きかけたもの
➤実行に至ったもの 14件
➤実行に至らなかったもの 7件

・市へ意見書を提出したもの 24件
・団体への働きかけや市への意見書の
提出に至らなかったもの 22件

※重複があり、合計は61件にならない。

○地域協議会に対する認識についての委
員へのアンケート上位回答

・委員構成の偏り（若者等の参画）
・地域のための取組の検討・企画が役割
・議論が進まない
・報酬がない 等

○委員の高齢化・固定化、女性が少ない
等の状況にあり、地域での様々な年代や
性別の多様な意見の把握、多様な意見を
踏まえた課題設定に苦慮していると思わ
れる。

○地域協議会は、いわゆる実行組織では
ないため、自ら課題解決に向けた取組を
実行することができない。地域協議会で
話し合ったことを市に意見として述べる
ことを通じて、市による取組につながる
ことがある一方で、地域の団体との連携
等により実行に至ることが少ない。

○報酬
・委員に報酬を支給しない当初の考え方
が時代にそぐわないとの意見がある。

方策案：団体推薦＋公募による委員
選任の見直し

・より一層、様々な分野に関する各
年代、男性・女性の多様な意見や
問題意識等を的確に把握し、対策
を決め、実行につなげられるよう、
地域の様々な団体の代表と公募委
員で構成する体制に見直す。

・町内会や住民組織、若者や女性の
団体等から委員を選任することで、
地域協議会をそれらの団体のプ
ラットフォームとし、各種情報を
共有でき、議論を踏まえての対策
をそれらの団体が確実かつ速やか
に実行できる体制とする。

方策案：公募公選制の継続
・公募公選制を継続し、若者や女性、
住民組織との意見交換をルール化
しつつ、人口減少が続く各区の実
態を踏まえ、委員定数を見直す。

※報酬については、どちらの方策も
役割に応じて検討

○地域協議会に対する認識についての地
域の団体へのヒアリング上位回答

・委員構成の偏り（若者等の参画）
・地域の声や課題の把握が役割
・活動内容が不明
・地域に認識されていない 等

【議会からの意見・提言等】
・地域の課題を集約する仕組みをつくる
ほか、自主的審議を優先的に行う。

・公募公選制を維持するほか、公募の際
は、様々な団体などの自薦・他薦による
選出方法を検討する。

・費用弁償等の在り方を検討する。

地域協議会の理想的な姿

・多様な意見の把握から的確な課題設定、対応策の決定といった「考えて決める」という視点と、対応策の実施という
「実行」の視点から、必要な見直しを検討する。

・令和6年度から取り組む運用上の工夫の実施状況を踏まえて検討する。

地域の課題解決に向けて、地域の意見を的確に把握して対策を考え、決定し、実行につながるよう働きかけることができる組織

取組の方向性
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制度の概要、当初の考え方 現 状 課 題 方 策

【町内会】
・ともに暮らしやすく、住みよい地域
にしていくために任意で組織された
地縁の団体

・地域の住民の共同体（地域コミュニ
ティ）として、住民生活に身近な課
題の解決に向けて、住民相互の連絡、
地域的な共同活動、行政事務の受託
など幅広く活動している。

【住民組織】
・住民と行政の協働により、地域の特
性をいかした活力あるまちづくりを
推進し、支え合い、安心して暮らせ
るまちづくりを目的としたもの

○13区
・全ての地域自治区に設置されている。
○15区
・金谷、諏訪、津有、高士、八千浦、
保倉、谷浜・桑取では、合併以前か
ら主体的な活動を行ってきた。

・新道、三郷、和田、有田、北諏訪で
は、市の地域支え合い事業の受託を
機に、市の働きかけにより設立

・高田、直江津、春日にはない。

【町内会】
・市内に820町内会があり、10世帯を下
回る小規模町内会が増加傾向。特に中
山間地域では、体制や活動の維持に苦
慮している。

【住民組織】
○13区
・コミュニティプラザの管理や地域支え
合い事業等の受託のほか、地域の祭り
や各種イベント、地域の実情やニーズ
に対応した独自のサービス等実施

○15区
・高田、直江津、春日には住民組織がな
いが、ほかの住民組織では地域支え合
い事業を受託するほか、ほかの様々な
分野の活動を実施している組織もある。

○町内会や住民組織からの意見
・地域活動を支える担い手（スタッフ、
参加者を含む。）の不足や若者の参画
が得られないといった意見がある。

・限られたノウハウやマンパワーで取り
組んでいる、他団体との連携が必要だ
と思うが進め方が分からない、会費収
入の減少に伴い活動資金が不足してい
るといった意見がある。

【町内会】
○人材
・人口減少や少子高齢化、定年延長、ラ
イフスタイルの変化などに伴い、役員や
活動の担い手不足が顕著であり、町内の
各種活動等の継続が困難になりつつある。

○資金
・世帯数の減少により、活動に必要な資
金や集会所等の維持管理や更新等の財源
確保に苦慮する町内会もある。

【住民組織】
○人材
・人口減少や少子高齢化に伴う担い手不
足が進みつつあり、組織力の強化や地域
内での人材確保、団体間の連携を図る必
要がある。

・地域の人材だけでは課題を解決してい
くことが困難な場合には、外部人材の活
用も必要である。

○資金
・財源確保に向けて、助言や情報提供を
含めた支援の必要がある。

○他団体との連携
・各種団体の連携に向けて、団体間の情
報交換や交流（活動内容等の共有や横の
つながり）の場が必要である。

○当面の取組
・地域内での自治の基本的な組織で
ある町内会の維持継続が厳しさを
増していく中にあって、地域自治
区全域の公益的活動を担っている
団体（住民組織等）が地域を運営
する機能を持つことができるよう、
それぞれの実情に合わせた支援を
行う。

方策案：事務局体制の強化支援
・各団体の実情を踏まえて、人材面
や資金面などでの各種支援を行う。

方策案：組織同士の連携支援
・地域内の様々な団体との情報共有
や意見交換ができるようなプラッ
トフォームの構築

・活動団体のつなぎ役としての中間
支援組織を強化するための支援

○将来的な取組
・地域における様々な公益的な取組
を持続することができるよう、地
域経営の視点も取り入れた組織の
在り方について併せて研究してい
く。

地域の団体の理想的な姿

・地域自治区全域の公益的活動を担っている団体（住民組織等）の安定的で継続的な活動の確保に向けた支援を行う。
・地域活動の維持・継続に向けて、地域内での団体間の連携はもとより、地域外の団体との広域連携、外部人材の活用等、
地域の枠組みに捕らわれない多様な人材確保の在り方や財源確保についても検討する。

地域での公益的な活動を企画し、自主的・持続的に取り組むことができる団体

取組の方向性
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制度の概要、当初の考え方 現 状 課 題 方 策

○地域独自の予算事業
・それぞれの地域の課題を解決し活力
の向上を図るため、個々の団体の公
益的な取組や地域の実情にあった取
組の実現に向けて、総合事務所やま
ちづくりセンターが提案団体と一緒
に企画を練り上げ、予算要求できる
仕組みとして、令和5年度から運用を
開始

※令和4年度をもって地域活動支援事
業を終了したことに伴い、同事業に
より実施していた公益的な活動を継
続するために先行実施した。

○その他の予算の仕組み
・地域独自の予算事業以外の地域自治
の活動を活性化する予算の仕組みは、
継続検討することとした。

【地域独自の予算事業】
○令和6年度の取組
・予算：180件、126,277千円
・新規取組 36件

令和5年度新規事業の継続分を合わせ
ると46件（全件数の25.6％）

○提案団体等の意見
＜令和5年度調査＞
・令和5年度活用団体のうち補助率の見
直しを求める意見は33.1％

・8月末の提案期限の見直しを求める意
見は9.2％

＜令和6年度調査＞
・令和5年度活用団体で経過措置が適用
されている団体のうち、補助率上限7割
では自主財源を確保できないとした団
体は66.0％

・団体が求める支援策に関する主な意見
活用可能な補助金等の情報提供
（51.7％）
企業協賛金の確保に向けた支援
（39.7％）
他団体（住民組織・町内会等）との連
携の支援（32.8％）

【議会からの意見・提言等】
・地域の要望を集め、地域で話し合って
「地域要望」とし、それに基づいて行
政が予算提案、議会の議決を経て、行
政が執行するという地域も参画する地
域予算づくりを検討する。

【地域独自の予算事業】
・様々な分野の取組を一律の制度で支援
しており、各取組への一層のきめ細かな
対応の余地がある。

・提案内容によって市が実施主体となる
取組の基準が不明確との指摘がある。

・令和6年度予算編成過程において、総合
事務所等による関わりを更に深める余地
があった。
➤地域独自の予算事業の趣旨や仕組み
の周知

➤効果的な手法や経費の精査
➤財源確保に向けた助言
➤提案団体と他団体の連携協力の支援

○地域自治区全域への広がり
・地域独自の予算事業は個々の団体への
支援が中心であり、地域自治区全体とし
ての活動にまでつながっていくかどうか
未知数

方策案：地域独自の予算事業の改善
による支援の継続

・現行の地域独自の予算事業を基本
としながら、団体が行う多種多様
な取組の内容や特性を考慮したき
め細やかな支援となるよう、専門
性を持つ各担当部局が分野別に支
援する。

方策案：地域自治区単位で予算の使
い方を決めて実行につなげる制度
の創設

・地域自治区単位で課題を設定し、
その解決策を地域協議会や地域の
団体、総合事務所等が主体的に関
わりながら決定し、これらの事業
に取り組む際に必要な予算を計上
する制度を創設する。

地域自治の活動を活性化する予算の理想的な姿

・地域独自の予算事業について、地域の意見等を踏まえながら必要な改善等を検討する。
・地域自治区単位の活動促進に資するもの及び取組内容に応じたきめ細やかな支援が可能な予算の仕組みについて、プロ
ジェクト全体の検討状況を踏まえて検討する。

各地域における地域課題の解決や維持・活性化に寄与する予算の仕組み

取組の方向性
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制度の概要、当初の考え方 現 状 課 題 方 策

・地域自治区の事務所として、平成17
年に設置した13の地域自治区には、
各区に「総合事務所」を設置し、平
成21年に設置した15の地域自治区に
は、複数の地域自治区の地域協議会
の事務局と地域振興に特化した業務
を担当する「まちづくりセンター」
を3か所に設置している。

○13区
・地域協議会の運営や地域振興に関す
る事務のほか担当する区内の行政
サービスに関する事務を行う。

・旧町村役場を活用し、地域住民が地
域活動に利用できるよう「コミュニ
ティプラザ」を設置し、ここに総合
事務所を置くことや施設の管理・運
営を住民に委ねることを通じて、住
民と行政との協働による地域づくり
を進めやすい環境を整備

○15区
・職員が必要に応じて地域に出向きな
がら地域協議会に関する事務や所管
する区域の地域振興に関する業務を
行う。

・所管する区域数、事務所ごとの事務
量、地理的連続性、住民の利便性
（交通の便等）等を総合的に勘案し、
南部・中部・北部の3つに分け、既存
の施設に設置

○総合事務所
・地域を知る職員、地元職員が減少して
いる中、限られた人員で多岐に渡る事
務事業を行っている。

○まちづくりセンター
・所管する地域自治区は4～6区と複数あ
るが、所管業務が限定されている点や
人員数や時間的な制約などもあり、総
合事務所と比べ地域との関わりが少な
い。

○地域協議会委員や地域の団体等の意見
・総合事務所やまちづくりセンターに期
待する役割として、「現場の把握」や
「地域への積極的な関わり」など地域
への直接的な関与が求められている一
方、地域協議会委員から「地域住民の
目線が不足」、「地域との関わりが少
ない」との意見や、地域の団体からは
「現場を知る、出向く」、「権限・予
算が少ない」との意見があった。

○コミュニティプラザ
・13区のうち4区では住民組織以外が管
理・運営を受託している。また、15区
にはコミュニティプラザを設置してい
ない。

○総合事務所、まちづくりセンター
・総合事務所等の職員と地域の団体等と
が関わる機会を十分確保する必要がある。

・総合事務所等の職員が地域と協働して
課題を解決するため、的確な情報提供や
アドバイスなど、適切な支援を行うこと
ができるよう、職員体制の整備を図る。

※本プロジェクトのほかの検討項目
での方針や方策に応じて、必要な
体制を検討する。

【議会からの意見・提言等】
・総合事務所等の地域自治・住民自治を
支える権能の強化が求められている（所
長の権能強化、職員体制の最適化・職員
能力の向上、自治の担い手の育成）

・15区へのコミュニティプラザの設置に
ついて検討する必要がある。

総合事務所及びまちづくりセンターの理想的な姿

・本プロジェクトのほかの検討項目での方針や方策に応じて、必要な体制を検討する。

地域の一員として連携し、コミュニケーションが図られ、地域の団体等が「考え、決め、実行する」ことを支援する組織

取組の方向性

8
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地域独自の予算事業の経過措置の取扱いについて 

 

１ 概 要 

令和 5年度に地域独自の予算事業を実施した 121団体における制度面や運用面に

関する課題やアンケート調査の結果等を踏まえ、地域独自の予算事業の補助率に係

る経過措置を次のとおり見直すこととする。 

 

２ 見直しの考え方 

 ⑴ 各団体の取組状況を踏まえると、経過措置に基づき補助率を低減させた場合、

多くの団体において取組の継続が困難になることが見込まれるが、その一方で、

自主財源の確保に向けて取り組む意向があることがうかがわれる。 

 ⑵ こうした中、総合事務所やまちづくりセンターを中心に、団体による自主財源

の確保に向けた取組を支援する余地もあるものと考えられる。 

 ⑶ このようなことから、公益性の高い自治の取組が継続されるよう、補助率の低

減に伴う影響を抑えるとともに、総合事務所等による団体への支援を更に実施し

ていくため、経過措置を適用している事業について経過措置の期間を延長し令和

7年度の補助率は 10分の 9のまま据え置くこととする（新規事業の補助率は、10

分の 7を維持）。 

 ⑷ なお、地域自治推進プロジェクトにおいて、令和 6年度に「地域自治の活動を

活性化する予算」の制度や仕組みの在り方について検討することとしているた

め、令和 8年度以降の取扱いについては、本プロジェクトの今後の検討状況に合

わせて考え方を整理することとする。 

 ⑸ 総務常任委員会所管事務調査において説明後、対象団体への周知を行う。 

 

３ アンケート調査の結果概要（参考） 

⑴ アンケート調査の結果、補助率の経過措置が適用されている団体の 66.0％（64

団体）から、補助率の上限が 10分の 7となった場合、自主財源を確保することが

できない旨の回答があった。 

⑵ 団体が求める主な支援策は次のとおり 

・ 活用可能な補助金等の情報提供（51.7％） 

  ・ 企業協賛金の確保に向けた支援（39.7％） 

・ 他団体（住民組織・町内会等）との連携の支援（32.8％） 

・ 補助率の引上げ（27.6％） など 
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はじめに 

 

 上越市では、平成 17 年の市町村合併を機に、それぞれの地域の特性をいかしたま

ちづくりを実現するため、旧町村の範囲を単位とした地域自治区を設置しました。各

地域の声を集約し、その声を市民の皆さんの手によるまちづくり活動につなげていく

仕組みを整えました。 

 また、平成 20 年には上越市自治基本条例を制定し、この仕組みを普遍的な制度と

して位置付け、平成 21 年に合併前の上越市にも地域自治区を設置することで市内全

域に等しくまちづくりを進めるための仕組みを整えました。 

 本手引きは、各地域自治区に設ける地域協議会の委員の皆さんから、地域自治区制

度や地域協議会の役割をご理解いただくとともに、委員としてご活躍いただくために

作成しました。あわせて、市民の皆さんや地域活動に取り組まれている団体、地域活

動に関心のある皆さんからもご一読いただき、地域協議会へのご理解や地域協議会と

の連携や協力の関係を築いていただくためにお役立ていただければ幸いです。 

 

 

  

柿崎区

大潟区

頸城区

吉川区

三和区

清里区

牧 区名立区

板倉区

中郷区

大島区
浦川原区

安塚区

保倉区
直江津区

八千浦区

有田区

津有区

新道区

高士区

三郷区

春日区

谷浜・桑取区

高田区

金谷区
和田区

諏訪区

北諏訪区

図 1：市内に設置している地域自治区 
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１ 地域自治区制度 

（１）地域自治区制度とは 
～自主自立のまちを実現していくための仕組み～ 

地域自治区制度は、「自主自立のまち1」の実現を目指して、市内のそれぞれの地

域において、住民の皆さん同士、あるいは住民の皆さんと行政の連携・協力関係を

築き、まちづくり活動を活発にしていくため、また多様な地域特性や住民の皆さん

の意思をより一層市政に反映していくための仕組みです。 

また、地域自治区には、地域の課題や地域の活性化などについて、より良い解決

策を導き出すために話し合い、話し合いの結果をもとに、地域団体等との連携・調

整を行うほか、市長に意見として伝えること等を行う地域協議会と、地域協議会の

事務や地域でのまちづくり活動を支援していく事務所を設けることとしています。 

 

 

 
 

 

             
1  市民自らが主役となって進める市民本位のまちづくりを推進するため、受け身であったり一方的に頼ったり

するのではなく、市民が自主的に支え合い、まちや地域として自立していける姿のこと。人、地域経済、行政

がそれぞれ自立して、それぞれの役割をしっかり担い、協働していくことが何よりも大切になります。 

 図 2：地域自治区のイメージ 
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（２）地域自治区制度のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域自治区の事務所 

 地域自治区の事務所として、平成 17年に設置した 13の地域自治区には、各区に「総

合事務所」を設置しています。また、平成 21年に設置した 15の地域自治区では、複

数の地域自治区を担当する「まちづくりセンター」を 3か所に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総合事務所の業務内容 

総合事務所では、地域協議会に関する事

務と地域振興に関する業務のほか、戸籍謄

本や抄本、住民票の写しの交付、要介護認

定の申請受付など、担当する区内の行政サ

ービスに関する事務も行っています。 

○総合事務所を置く施設 

旧町村の役場であった施設を活用し、区

内の皆さんの地域活動に利用していただけ

る「コミュニティプラザ」を設置し、ここ

に総合事務所を置くなどの取り組みを通じ

て、住民と行政との協働による地域づくり

を進めやすい環境を整えています。 

 

 

○まちづくりセンターの業務内容 

まちづくりセンターは、それぞれ 4〜6の

区を担当し、職員が必要に応じて地域に出

向きながら地域協議会に関する事務や地域

振興に関する業務を行っています。 

 

○地域協議会の開催場所 

各区の地域協議会の会議は、それぞれの

区の中にある公共施設等で開催していま

す。 

総合事務所 

 

まちづくりセンター 

 

市の全域に２８の「区域」を設置 
より多くの市民の皆さんから今より

も更に「身近な地域」に関心を高めて

いただくための仕組みとして、市の全

域に地域自治区を設置しました。 

各区に地域協議会を設置 
地域協議会は、身近な地域の課題など

について、住民の皆さん自らがその解決

方法や解決に向けた取組方法等を話し

合い、話し合いの結果に応じて、地域団

体等との連携・調整を行うほか、市長に

意見として伝えていく機関です。 

各区を担当する事務所を設置 
地域自治区の事務所は、地域協議会の

運営に関する事務を行うほか、それぞれ

の地域における住民の皆さんのまちづ

くりをサポートしています。 

 

市民ニーズや地域の実情に合っ

た市政を進められるように 

 

身近な地域に関する情報を共有し

やすくなるように 

 

身近な地域に関心を高め、愛着を

持てるように 
 

 

地域で活躍している多様な担い手
が連携しやすくなるように 
 

 

身近な地域を軸に多様な観点から
まちづくりを進められるように 
 

 

様々な立場や考えの人たちが、身

近な地域について話し合えるように 
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※地域協議会で話し合った意見で、意見書

や答申として市長に提出された案件につい

ては、おおむね１か月後を目途に地域協議

会に市の考え方や対応方針等を文書で回答

します。 

２ 地域協議会 

（１）地域協議会とは 

各区に設置する地域協議会は市長の附属機関であり、様々な立場の住民の皆さん同

士が、地域住民としての観点から地域の課題について話し合い、話し合った内容を地

域団体等との連携・調整により取り組んだりするとともに、市長に意見として伝える

こと等を行う機関です。 

（２）地域協議会の役割など 

○どんなことを話し合うの？ 

地域協議会では、住民の皆さんが日常生活

の中で改善が必要と感じているテーマについ

て自主的に話し合うほか、市長から意見を求

められた案件（諮問）について話し合います。 

※詳しくは 8～12ページ参照 

○なぜ市長は地域協議会に意見を聴く

の？ 

例えば、市が施設を建設する際、その区の

住民の生活に及ぼす影響2について、その区の

地域協議会の意見を聴き、その後の政策の参

考とするためです。 

○話し合ったことはどうなるの？ 

地域協議会は、市長が地域の声を聴くため

に設置した機関（市長の附属機関）であり、

市長はその意見を勘案し、必要に応じて適切

に対応することを基本とします。ただし、意

見の内容や市の財政状況などから、市政に反

映できない場合もあります。 

○話し合いの内容を知りたいとき

は？ 

地域協議会の開催予定は事前に公表してお

り、会議はどなたでも傍聴できます。 

 

             
2 その区内の住民の生活に及ぼす影響とは、例えば、施設が設置されることに伴う交通量の増による騒音の問題

など生活環境に支障を来すようなマイナスの影響や、にぎわいの創出などのプラスの影響などをいいます。 

図 3：地域協議会の話し合いの流れの例 

自主的に話し合う

必要があると判断

したもの 

市長から意見を求

められたもの 

自主的な審議 諮問事項 

例）地域の自然

公園の活用や郷

土芸能の継承に

ついての話し合

いなど 

例）市の施設な

どの設置や廃

止、利用時間の

変更など 

意 見 書 答 申 

地域団体との連携 

・・・など 
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また、地域協議会で話し合っていることや活動の様子は、各区で回覧・配布する「地

域協議会だより」でお知らせするとともに、市のホームページにて会議録や「地域協

議会だより」を掲載・公表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域協議会の委員 

○委員の定数は？ 

令和 6 年 4 月 29 日から令和 10 年 4 月 28 日までを任期とする委員は 380 人で、

地域協議会ごとの定数は 6ページの表 1のとおりです。委員改選の都度、地域自治

区の人口に応じて定数を見直しています。 

○どんな人が委員になれるの？ 

地域協議会の委員になれる人（委員資格者）は、議員、常勤の公務員などを除き

その区の中に住所がある 25 歳以上の人（市議会議員の候補者となることができる

人3）です。 

○委員の報酬は？ 

住民の皆さんの自発的・主体的な参加が期待されていますので、無報酬4としてい

ます。なお、交通費相当額として、会議 1回につき 1,200円をお支払いします。 

○委員の任期や職の位置付けは？ 

任期は 4年で、再任は妨げません。また、職の位置付けは、上越市の非常勤特別

職となります。 

             
3 市議会議員の候補者となるには、公務員の立候補制限がありますが、地域協議会委員は公務員でも臨時又は非

常勤の職員であれば一部を除き委員になることができます。 

4 平成 15 年 11 月の第 27 次地方制度調査会の答申において、「地域協議会は、住民の主体的な参加を期待する

ものであることから、その構成員は、原則として無報酬とする。」とされたことを踏まえ、地方自治法第 202 条

の 5第 5 項に、「地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。」と規定されています。

また、国会においても、「原則として無報酬とするよう周知すること。」との附帯決議がなされたことを踏まえ、

上越市では、地域協議会は住民の主体的な参加を求めるものであり、住民として担う自主的な活動の一環であ

るという考え方に基づき、委員には報酬をお支払いしていません。 

地域協議会の会議の様子 

会議はいつやっているの？ 

地域協議会ごとに委員同士で相談して決めて

いて、月に 1 回ぐらいの地域協議会が多いか

な。開催する時間についても昼間や夕方など、

地域の実情にあわせて決めているよ。 
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○委員に特別な知識や経験は必要なの？ 

地域協議会は、地域のことをみんなで考え、話し合う場です。特別な知識や経験

は必要ありません。 

○委員はどうやって話し合うの？ 
委員全員が気持ちよく、積極的な話し合いを進められるように、次のことを心掛

け、会議に臨みましょう。 

 

～地域協議会における会議の心得 ５か条～ 

その１ 自分以外の人の考えも聞きましょう（自分ばかり話さない） 

その２ 発言は簡潔にしましょう（だらだら話さない） 

その３ 建設的な話し合いをしましょう（頭から否定しない） 

その４ 話し合やすい雰囲気を大切にしましょう（相手を責めない） 

その５ 個人の意見は平等に扱いましょう（一人の強い意見に偏らない） 

 

 

表 1：各地域協議会の委員定数（令和 6年 4月 29日から 4年間の委員定数） 

地域自治区 委員の定数 地域自治区 委員の定数 地域自治区 委員の定数 

高田区 20 人 有田区 16 人 大潟区 14 人 

新道区 14 人 八千浦区 12 人 頸城区 14 人 

金谷区 16 人 保倉区 12 人 吉川区 12 人 

春日区 20 人 北諏訪区 12 人 中郷区 12 人 

諏訪区 12 人 谷浜・桑取区 12 人 板倉区 14 人 

津有区 12 人 安塚区 12 人 清里区 12 人 

三郷区 12 人 浦川原区 12 人 三和区 14 人 

和田区 14 人 大島区 12 人 名立区 12 人 

高士区 12 人 牧区 12 人 
合計 380人 

直江津区 18 人 柿崎区 14 人 

 

 

 

 

  

地域協議会委員にはどん

な人がなれるのかな？ 地域を良くしたいと思う人なら

だれでもなれるよ。 

詳しくは 5ページを見てね。 
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（４）地域協議会委員選任の流れ 

○委員を選ぶ手続きは？ 

委員を選ぶ際は、最初に公募を行います。 

応募者数が定数を超えた時は、公職選挙法に準じた選任投票を行い、その結果を

尊重して市長が委員を選任します。 

一方、定数よりも、応募者数が少なかった場合は、定数に達するまで、市長が年

代や性別、応募者との地域的なバランスなど委員の構成に配慮して委員資格者の中

から選任します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 2：これまでの公募の状況 

 

  

公募時期 応募者/委員定数 充足率 

平成 17年 1 月（13 区） 189人/192人 98.4％ 

平成 20年 3 月（13 区） 145人/192人 75.5％ 

平成 21年 9 月（15 区） 128人/224人 57.1％ 

平成 24年 3 月（28 区） 305人/416人 73.3％ 

平成 28年 3 月（28 区） 319人/390人 81.8％ 

令和 2年 3 月（28区） 321人/382人 84.0％ 

令和 6年 3 月（28区） 233人/380人 61.3％ 

図 4：地域協議会委員選任の流れ 

 
委員を公募 

定数を超過した場合 

選任投票 

定数に満たない場合 投票結果を尊重し 
委員を選任 

応募者から選任 

定数以下の場合 

委員資格者から 
委員を選任 
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３ 地域協議会の役割 

 

地域協議会には、地域住民としての観点から地域の課題や地域の活性化などについ

て話し合い、話し合いの結果を地域に説明したり、話し合った内容を地域団体等との

連携・調整により取り組んだりするとともに、市長に意見として伝えること等を行う

役割（2ページ参照）があります。 

また、区内にある公の施設の設置や廃止、管理の在り方などについて、市長から意

見を聴かれた事項（諮問）について話し合い、その結論を市長に返す（答申）役割も

持っています。 

（１）自主的な審議 

○自主的な審議とは 

地域協議会は、地域住民としての観点から地域の課題や地域の活性化などについて

話し合います。このため、自主的な判断で区内の課題等について話し合うこととなり

ます。 

話し合った結果については、その内容に応じて、区内で活動している団体に協力・

連携を求めるほか、市長に意見書を提出し、市政での実現を求めていくことができま

す。 

なお、地域協議会は、区内に住む住民としての観点からの議論となりますので、市

長に提出される意見書は、当該区との関わりを基にした内容でなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3：地域協議会で話し合われたテーマの例 

テーマ 主な内容 

空き家対策 
区内の空き家の現状を調査し、地域活性化のための空き家の活用法

について検討する。 

防災活動 

津波や水害等のリスクが高い地域であることから、地域防災力の維

持・向上のために実効性のある自主防災組織の再構築に向けて協

議・検討する。 

交通対策 

区内の住民に対して行ったアンケートにおいて、現行の路線バスの

廃止に伴う、公共交通の充実や高齢者・子どもの居場所づくり、登

下校の安全対策などへの取組を望む回答があったことから、区内の

公共交通のあるべき姿について検討する。 

これまで自主的な審議でどん

な意見が出されたのかな？ 
小学校や保育園の統合を進めてほ

しいという意見書もあったよ。 

地域の自然公園の活用や郷土芸

能の継承についての話し合いな

どがあったよ。 
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図 5：自主的な審議の流れ 

①地域課題などへの気付き 

地域協議会委員が把握した情報 地域住民からの情報 

町内会長との意見交換 地域で活動する団体との意見交換 

地域住民との意見交換 市からの情報 など 

②地域協議会での協議 

委員からの提案等 

地域協議会として話し合いを行うかどうかを相談 

③審議の開始 

地域の関係者や市からの情報収集 

話し合うこととした場合 

必要に応じた地域との意見交換 

課題解決策や活性化策の協議 

(例) 
地域の中だけでは対
応が難しく、市の制
度や事業の創設、変
更などが必要なもの 

(例) 
地域の中で対応する
ことが望ましいもの 

意見書の提出 
地域内での解決に向けた活動 

地域独自の予算事業の活用 など 
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（２）諮問・答申 

○諮問・答申とは 

諮問とは、市長が政策判断の参考とするため、地域協議会に対して、市議会へ上程

する案件等、特定の案件について「区内の住民の生活に及ぼす影響」の観点から意見

を求めるものです。 

具体的には、区内の重要な公の施設（集会施設など）の設置・廃止・管理の在り方

に関することを決定・変更しようとする場合などに、市長が地域協議会に諮問します。 

 地域協議会は、諮問された事項を話し合い、その結果を市長に対して答申という形

で返します。また、話し合いの中で必要と判断した場合は、答申に関連する事項とし

て意見を付け加える（附帯意見）ことができます。その内容は、地域住民の生活に及

ぼす影響の観点を踏まえたものとする必要があります。 

 答申に当たっては、地域協議会は「地域住民の生活に支障なし」または「地域住民

の生活に支障あり」の判断をします。なお、地域協議会としての意見がまとまらない

場合にあっては「意見の集約ができないため、答申することはできない」といった意

見を市に返すことになります。 

地域協議会の答申については、市長により尊重されますが、答申の内容によっては

法令による規則や全市的な市政の取組状況、財政状況、住民の合意形成の状況などを

踏まえ、地域協議会の意見と異なる取扱いをする場合もあります。なお、そのような

場合にあっては、市長は地域協議会にその理由を説明することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6：諮問・答申の流れ 

市長 

（担当部署） 
地域協議会 

内部検討 

諮問を行うことの 
方針決定 

地域住民との協議 

諮問 審議・答申 

答申を踏まえた 
方針決定 

報告 

市議会への上程 
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○どのような基準で諮問が行われるの？ 

条例の規定に基づき、当該区の住民の生活に及ぼす影響の観点から意見を聴くため、

諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、次のような事項について諮問します。 

・新市建設計画の変更 
・公の施設の設置や管理の在り方（新しい施設の設置、開館時間と休館日） 
・公の施設の移転や廃止 

・新市建設計画等の市議会の議決の対象となる基本構想 など 

なお、諮問は市長が自らの政策判断に必要とする意見を求めるために地域協議会に

諮問していることから、次の案件については諮問しない取扱いとしています。 

・市道の認定と廃止 
 →道路法に基づくものであり、条例に根拠を置かないため 

・地域自治区内の特定の地域の利用に特化した公の施設の廃止、管理の在り方の 

変更 
→使用者が施設周辺の町内会等に限定されており、さらにはその管理も施設周辺の町内

会等が行っているなど、特定の地域のための施設となっていて、その施設に関係する

町内会等の了解が得られているものについては、市長の政策判断と地域住民の意向と

の間に食い違いが生じないため。 

・統一基準に基づく公の施設の使用料の定期的な見直しや設定（条例の改正を伴う

もの） 
 →受益者負担の適正化を目指した統一的な算定基準を設けており、3 年毎に原価計算及

び価値補正による使用料等の算定を行い、必要に応じて当該使用料を見直すため。 

・公の施設への指定管理者制度の導入、更新及び廃止 

 →公の施設の管理運営は、指定管理者制度においても条例や業務仕様書の範囲の中で行

われるものであり、住民生活に大きな影響を及ぼすものではないため。 

・指定管理者の選定 

 →指定管理者の選定を適正かつ公平に実施するため、施設所管課ごとに、専門家や利用

者代表（市民）等からなる選定委員会を設置し、適正に選定等が行われているため。 

◎上越市地域自治区の設置に関する条例 

 第 7条 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたも

の又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることが

できる。 

  ⑴ 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項 

  ⑵ 前号に掲げるもののほか、市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項 

  ⑶ 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関

する事項 

 ２ 市長は、上越地域合併協議会が作成した新市建設計画を変更しようとする場合及び市の

施策に関する重要事項のうち次に掲げる事項を決定し、又は変更しようとする場合におい

ては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。 

  ⑴ 地域自治区の区域内の重要な公の施設の設置及び廃止に関する事項 

  ⑵ 地域自治区の区域内の重要な公の施設の管理の在り方に関する事項 

  ⑶ 市が策定する基本構想等のうち、地域自治区の区域に係る重要事項 
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○諮問・答申のポイント 

■ 市長が決定した方針について、地域協議会に諮問します。 

市長が地域協議会に諮問するためには、まず方針を決定する必要があります。

方針を決定するためには、事案に関係する地域の住民から一定の理解や協力を

得られている状態が望ましいことから、事案によって状況は異なりますが、地

域協議会に諮問する前に、市長はその地域の住民への説明等を行うことがあり

ます。 

なお、上越市地域自治区の設置に関する条例第 7条第 2項の「市長は、（中略）

あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。」における「あらかじ

め」とは、市長が重要事項の方針を内部で決定した後のことであり、例えば、

市議会の議決を要するものであれば、市長が方針を決定した後から市議会に上

程する間の諮問となりますので、地域協議会が諮問前に市の方針決定に直接関

わるものではありません。 

■ 諮問は「住民の生活に及ぼす影響」について意見を聴くものです。 

  諮問は、例えば公の施設の設置や廃止で言えば、単純な是非や良し悪しを聴

くものではなく、その施設を設置や廃止することで、その地域自治区の住民の

生活にどのような影響があるか、という観点で意見を聴きますので、諮問に対

する答申も、それを踏まえた意見が含まれている必要があります。 

■ 全市域に関わる事案であっても、全ての区に一律に諮問することは行いません。 

  全市民の利用が想定される大規模な公の施設を設置するときなど、全市域に

関わる事案が発生したときは、全ての地域協議会に諮問するのではなく、あく

までも条例に基づき当該施設の設置区にのみ諮問します。これは、全市的な観

点から審議するのは市議会であり、地域協議会は市長の附属機関として政策判

断の参考とするため、地域自治区から選任された委員が、その区に関わる事案

を話し合う役割を担っているためです。 

■ 答申は、地域協議会としての意見が一つに集約されている必要があります。 

市長は、地域協議会の答申を政策判断の参考とします。その内容が、様々な

意見により構成され複雑多岐に渡るものであると、その意見を政策に反映する

ことが困難になり、諮問や答申の意義が損なわれる結果となってしまいます。

このため、地域協議会としての意見を一つに集約して答申することが必要です。 
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４ 地域協議会の活動 

 

 それぞれの地域協議会では、通常の会議（概ね月に 1回程度）のほか、それぞれの

地域協議会で創意工夫しながら様々な取組を行っています。 

 

○地域の団体等との意見交換 

町内会、住民組織、まちづくり団体など、地域で活動する団体と地域協議会が、地

域の課題やその解決策などについて意見交換を行う取組が各区で行われています。 

住民の皆さん同士が地域の課題を共有することを通じて、よりよいまちづくりにつ

ながることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○先進地視察 

県内外先進地域の視察や自主的審議事項に関係する

区内の視察等、各地域協議会の状況に応じて実施して

います。 
 
 
 

○アドバイザーを招いた研修会 

地域が元気になるための仕組みづくりや、地域

の課題の掘り起こし方法などのノウハウについて、

有識者を招きアドバイスを受けることができます。 

 

中学生との意見交換 地域の皆さんとの意見交換 

複数区の地域協議会委員が 
集まる合同研修会 

各区での運営上の工夫や課題に
ついて意見交換をする会長会議 
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５ より充実した地域協議会の運営に向けて 

 

 地域協議会の運営が円滑かつ有意義となるよう、次のような取組を実施します。 

■ 若者や女性等を中心とした団体及び住民組織との意見交換 

地域協議会が、地域の多様な意見を把握し審議に反映していくため、若者や

女性の団体、住民組織との意見交換を行います。 

■ 地域課題等を共有する地域内の視察と勉強会 

地域の課題や資源を委員間で共有するため、現場視察や勉強会を実施します。 

■ ファシリテーション研修 

会議を円滑に進め、参加する委員の発言を促しながら、多様な意見の調整や

集約に繋げていく技能の向上を図るため、正副会長を対象とした研修を実施し

ます。 

■ 話し合いのスキルアップ研修 

会議の際に活発に話し合いが行われるよう、委員一人ひとりが会議に臨む姿

勢や心構え等の基本事項を学ぶための研修を実施します。 

■ 託児環境の整備 

委員が会議に出席しやすい環境づくりのため、委員から、会議に参加する際

に子どもを一時的に預けたいといった希望があった際に対応する託児環境を整

えています。 

■ オンラインでの会議への出席 

委員が会議に出席しやすい環境づくりのため、パソコンやスマートフォン等

を使い、会場以外の場所からオンラインで会議に参加できるようにします。 
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（参考） 地域独自の予算事業 

○地域独自の予算事業とは 

それぞれの地域の課題を解決し、地域の活力の向上を図る取組の実現に向けて、市

の予算を要求する仕組みです。 

地域住民の皆さんや地域協議会からの提案が、総合事務所やまちづくりセンターに

よって予算として要求され、市議会の議決を経て、地域の団体や市によって実現され

ます。 

取組を提案できるのは、2 人以上で構成し、市内で活動する法人及び団体、又は、

地域協議会です。このほか、総合事務所とまちづくりセンターも提案することができ

ます。対象となる取組は、「地域資源を活用した新たな収入源や雇用の創出等につな

がる取組」や、「地域での暮らしやすさにつながる助け合い等の取組」です。 

地域独自の予算事業の運用を通じて、地域住民の皆さんが、住み続けていく上で誇

りや愛着を持ち、生活の満足感や質を高めていけるようにすること、また、地域と市

が一緒になって、地域資源の活用や地域住民の皆さんの連携が深まるようにすること

が期待されています。 

 

○地域独自の予算事業における地域協議会の関わり 

■ 取組の提案 

地域協議会は、自主的な審議の結果として、地域の団体との連携・調整により、

取組の実施を促すこととした際、その取組の実施のために必要な財源の一部として、

地域独自の予算事業を活用することができます。 

地域協議会が取組を提案しようとするときは、取組を実施する団体及び総合事務

所又はまちづくりセンターと調整する必要があります。 

まずは総合事務所又はまちづくりセンターに相談してください。 

■ 区域内の提案事業の情報共有 

地域協議会の自主的な審議の参考とするため、区域内における地域独自の予算事

業として提案のあった取組について、提案時点の状況及び市議会に上程した予算案

の状況を地域協議会へ情報提供します。 
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＜各地域自治区の事務所一覧＞ 

お住まいの区域 事務所名称 所在・電話番号 

高田区 

金谷区 

三郷区 

和田区 

南部まちづくりセンター 

（雁木通りプラザ内） 

本町 3-2-26 

☎ 025-522-8831 

新道区 

春日区 

諏訪区 

津有区 

高士区 

中部まちづくりセンター 

（市役所木田第二庁舎内） 

木田 1-1-3 

☎ 025-526-1690 

直江津区 

有田区 

八千浦区 

保倉区 

北諏訪区 

谷浜・桑取区 

北部まちづくりセンター 

（レインボーセンター内） 

中央 1-16-1 

☎ 025-531-1337 

安塚区 安塚区総合事務所 
安塚区安塚 722-3 

☎ 025-592-2003 

浦川原区 浦川原区総合事務所 
浦川原区釜淵 5 

☎ 025-599-2301 

大島区 大島区総合事務所 
大島区岡 3320-3 

☎ 025-594-3101 

牧区 牧区総合事務所 
牧区柳島 522 

☎ 025-533-5141 

柿崎区 柿崎区総合事務所 
柿崎区柿崎 6405 

☎ 025-536-2211 

大潟区 大潟区総合事務所 
大潟区土底浜 1081-1 

☎ 025-534-2111 

頸城区 頸城区総合事務所 
頸城区百間町 636 

☎ 025-530-2311 

吉川区 吉川区総合事務所 
吉川区下町 1126 

☎ 025-548-2311 

中郷区 中郷区総合事務所 
中郷区藤沢 986-1 

☎ 0255-74-2411 

板倉区 板倉区総合事務所 
板倉区針 722-1 

☎ 0255-78-2141 

清里区 清里区総合事務所 
清里区荒牧 18 

☎ 025-528-3111 

三和区 三和区総合事務所 
三和区井ノ口 444 

☎ 025-532-2323 

名立区 名立区総合事務所 
名立区名立大町 365-1 

☎ 025-537-2121 
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上越市 総合政策部 地域政策課 

〒943-8601 上越市木田 1丁目 1番 3号 

電話（025）520-5672 

FAX（025）526-8363 

E-mail chi-seisaku@city.joetsu.lg.jp 

ホームページ https://www.city.joetsu.niigata.jp 


















































